
（令和7年10月　最高裁判所）
（令和6年法律第33号による改正対応）

親子交流

親権行使者の指定

子又はその親族

養育費・親子交流相談支援センター
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◯里親,養子縁組の相談等は・・・管轄の児童相談所  https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/jisou-ichiran/
◯児童虐待の通告等は・・・市区町村の担当窓口または児童相談所（児童相談所虐待対応ダイヤル 189）
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　元配偶者と,子どもの養育費について話合いをしましたが,折り合いが
つきませんでした。どうすればよいでしょうか。

　共同親権として協議離婚し, 私が子どもと同居しています。子どもは,
私立の中学校に進学するつもりで勉強しているのに, 元配偶者は公立
の中学校に行かせると言って, 話合いがつきません。どうすればよいで
しょうか。

　離婚時，元配偶者を子どもの親権者として定めたのですが，変更したい
です。どうすればよいでしょうか。
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親権行使者の指定

親権行使者指定の申立てをすることができます。
　共同親権として離婚した場合は, ①子どもの世話や教育に関する重大な行為（子
どもの転居, 進路に影響するような進学先の決定, 心身に重大な影響を与える医療
行為等）, ②子どもの財産の管理に関する行為, ③子どもの氏（苗字）の変更等の身
分に関する行為は, 緊急の場合等を除き,父母が共同して決定する必要があります
（民法第824条の2）。
　これらの行為に関する親権行使について話合いがまとまらない場合には, 家庭裁
判所に, 特定の事項について父母のいずれが親権を行使できるかを定めるための
調停（親権行使者の指定の調停）を申し立てることができます。なお, 子どもの世話
や教育に関する日常的な行為は, 単独で親権を行使することができます。


